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平成１５年７月２４日（木） 

 

 

 

午後３時００分開会 

 

【企画経営課長】  定刻になりましたので始めさせていただきます。 

 

 ただいまから、第２１期第５回東京都立図書館協議会を開会いたします。 

 

 本日はお忙しいところをお集まりいただきまして、まことにありがとうござ

います。本日の司会を務めます、企画経営課長の児島と申します。よろしくお

願いいたします。 

 

 本日の会議日程でございますが、５時ごろまでご審議をいただく予定ですの

でよろしくお願いいたします。 

 

 初めに、会議運営について申し上げます。当協議会におきましては、会議は

原則として公開としております。会議の内容は議事録を作成し公開をいたしま

すとともに、都立図書館及び東京都教育委員会ホームページ上に公開いたしま

す。非公開とする必要があると考えられる場合は、その都度皆様にお諮りして、

決定していただくことになっております。 

 

 なお、本日の傍聴者は４名でございます。 

 

 次に、委員の皆様の出席状況でございます。奥田委員は本日あいにくご都合

が悪く、欠席とのご通知をいただいております。 

 

 次に、お配りしてある資料の確認をさせていただきます。 

 

 １枚目は、本日の次第となっております。東京都立図書館協議会第２１期第

５回定例会をごらんください。 

 

 ２枚目が、第２１期都立図書館協議会委員名簿となっております。 

 



 次にホッチキスどめの２枚ですが、東京都立図書館幹部職員名簿となってご

ざいます。 

 

 最後に、座席表がございます。 

 

 次に、資料に参ります。まず１枚目は配付資料一覧ということで、資料１～

４の表題が載っております。 

 

 資料１につきましては、次のページですが、東京都立図書館予算額を載せて

ございます。 

 

 資料２につきましては、紙が横になっておりますが、協力貸出対象資料の範

囲の変更についてでございます。 

 

 次に大きい版の資料３は、協力貸出を中心とした都立図書館をとりまく現状

で、表がついております。 

 

 最後の資料４は、公共図書館発展に向けた新たな連携協力のための課題の例

示となっております。 

 

 資料はよろしいでしょうか。 

 

 議事に先立ちまして、この４月及び６月に、教育庁並びに都立図書館の幹部

職員に人事異動がございましたのでご紹介いたします。 

 

 まず、６月１日付で都立中央図書館長に教育庁次長の鮎澤光治が、館長事務

取扱として就任いたしました。 

 

【館長】  鮎澤でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【企画経営課長】  次に、６月１６日付で管理部調整担当課長に上野里美が

就任いたしました。 

 

【調整担当課長】  上野でございます。よろしくお願いいたします。 

 



【企画経営課長】  ４月１日付で、サービス部資料管理課長に高橋達が就任

いたしました。 

 

【資料管理課長】  高橋です。よろしくお願いします。 

 

【企画経営課長】  同じく、参事で、日比谷図書館長事務取扱に藤田明子が

就任いたしました。 

 

【日比谷館長】  藤田でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【企画経営課長】  同じく、局務担当部長で多摩図書館長事務取扱に吉村健

司が就任いたしました。 

 

【多摩館長】  吉村です。よろしくお願いします。 

 

【企画経営課長】  私、企画経営課長の児島が就任しました。 

 

 続きまして教育庁本庁でございますが、生涯学習スポーツ部社会教育課長に

奥村誠一が就任いたしました。 

 

【社会教育課長】  奥村です。よろしくお願いします。 

 

【企画経営課長】  以上でございます。 

 

 ここで、都立中央図書館長の鮎澤よりごあいさつを申し上げます。 

 

【館長】 先ほど紹介させていただきましたが、６月１日付で中央図書館長に

就任いたしまして、都立図書館の運営に当たらせていただきます鮎澤でござい

ます。よろしくお願いしたいと思います。 

 

 議事に入ります前に、一言ごあいさつをさせていただきます。 

 

 委員の皆様方には、日ごろから都立図書館の運営にご助言を賜りまして厚く

御礼を申し上げます。今２１期の協議会につきましては、第１回の会議におけ

ます委員の皆様のご議論の中から、「子どもの読書活動推進について」と「都

内公共図書館の連携協力について」が協議テーマとなっております。 



 

 子どもの読書活動推進につきましては、３月に「子どもの読書推進をはかる

ために都立図書館は何をなすべきか」をご提言いただきました。さらに、委員

の皆様方には、「東京都子ども読書活動推進計画」の検討に当たり貴重なご意

見をいただきまして、まことにありがとうございました。おかげさまをもちま

して、計画も平成１５年３月に策定を見まして、公表することができました。 

 

 子どもの読書につきましては、未来を担う子どもの成長に欠くことのできな

いものと考えており、全都を挙げてその推進を図っているところでございます。

都立図書館は、その中でも大きな役割を担うものとしてご提言を生かし、子ど

も読書活動の推進に寄与していく所存でございますので、よろしくお願いした

いと思います。 

 

 さて、本日より、都内公共図書館の発展のための連携協力についてご議論い

ただくことになっております。都立図書館はご案内のとおり、平成１４年度か

ら組織運営体制を一新した運営を行っております。これは広域的・総合的情報

拠点として、質が高く、都立図書館ならではのサービスを提供していくこと、

さらに東京都内における全体的な図書館サービスの向上を図るためのネットワ

ークを構築していくこと、また、区市町村立図書館との連携協力や支援の充実

を図ることなど、こうした厳しい状況ではございますが、できるだけ効率的な

運営のもとで実施していくことを目的としているものでございます。 

 

 委員の皆さんには、今後の都立図書館が果たすべき役割や都立図書館ならで

はのサービスを展開する方向性、区市町村立図書館への協力支援など、新たな

関係づくりなどにつきまして、ご専門の立場やご経験のみならず、図書館を利

用する都民の立場からもご助言をいただけるよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

 ご承知のように、東京都を取り巻く状況は大変厳しいものがございますが、

私ども都立図書館に寄せられる大きな期待にこたえられますよう、図書館サー

ビスの一層の向上を目指し、可能な限りの努力をしてまいる所存でございます。 

 

 新しい世紀における社会的課題に対応した図書館サービスの展開に向けまし

て、委員の皆様のお知恵をおかりして、また忌憚のないご意見を賜りますよう

改めてお願いを申し上げます。 

 



 まことに簡単ではございますが、私のごあいさつとさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

【企画経営課長】  次に、本協議会の議長及び副議長の選出をお願いいたし

ます。 

 

 東京都立図書館協議会運営規則によりますと、議長と副議長の任期は１年と

なっております。議長及び副議長は委員の互選により定めることになっており

ますが、いかがいたしましょうか。 

 

【委員】  前期と同じように、引き続き坂本委員さんと田村委員さんにお願

いしたいと思っておりますが、いかがでしょうか。 

 

【企画経営課長】  ただいま、小川委員さんから議長に坂本委員さん、副議

長に田村委員さんの留任のご推薦をいただきました。皆様、いかがでございま

しょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【企画経営課長】  それでは、そのように決定させていただきます。坂本委

員さん、田村委員さん、正面の議長席及び副議長席にお移りいただきますよう

お願いいたします。 

 

 では、ここで議長さん、副議長さんから一言ごあいさつをいただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

【議長】  引き続いて議長をやらせていただくようにご推挙いただきました。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 前回もお願い申し上げましたし、大変活発な議論をしていただきました。今

回もそれぞれのお立場から、ぜひご活発にご議論いただきますようにお願い申

し上げまして、簡単でございますがごあいさつにかえさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

【副議長】  どうぞよろしくお願いいたします。 

 



【企画経営課長】  よろしくお願いします。 

 

 続きまして、委員さんの交代がございましたので、中村管理部長からご紹介

させていただきます。 

 

【管理部長】  管理部長の中村でございます。 

 

 この３月３１日で、昨年まで委員をしていただきました葛飾区立葛飾図書館

の東川館長がご退職されるということで、委員辞退のお申し出がございました。 

 

 後任につきましては、特別区図書館長会のご推薦をいただきまして、墨田区

立あずま図書館長の中武館長にご就任いただきました。ご紹介させていただき

ます。 

 

【委員】  ただいまご紹介をいただきました、墨田区立あずま図書館長の中

武と申します。図書館長就任３年目でございますけれども、財政状況が大変厳

しい中で情報化の推進、子育て支援、ビジネス支援といった新たな図書館のサ

ービスをどう展開にしていくかについて、日々頭を悩ませているところでござ

います。 

 

 こういった状況でございますので、これからの都立図書館については、市区

町村から見ましてもますます頼りにしていかざるを得ないのかなと思っており

ます。そういった魅力ある、頼りがいのある都立図書館づくりに少しでもお役

に立てれば幸いであると思っております。 

 

 最後になりましたけれども、皆さん方のご指導を受けながら、微力ではござ

いますけれども精いっぱい務めさせていただきたいと思っております。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

 

【企画経営課長】  それでは、これからの議事進行につきましては、坂本議

長さんにお願いいたします。坂本議長さん、よろしくお願いいたします。 

 

【議長】  お手元に定例会の次第をお配りしてございます。最初に報告事項

が２件ございますので、それを先に承りたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 



【企画経営課長】  報告は２点でございます。 

 

 まず、平成１５年度の予算につきましてご報告いたします。資料１をごらん

ください。都立図書館の予算額でございますが、平成１５年度の都立図書館の

予算は給与等の人件費を除きまして、総額で７億９，３８１万１，０００円と

なっております。昨年度は８億９，０９１万８，０００円でしたので、約１１％

の減額となっております。この予算減は都財政が厳しい状況にある中での、都

の方針減によるものでございます。 

 

 続きまして、第２点目のご報告でございます。協力貸出対象資料の範囲の変

更についてご報告いたします。資料２をごらんください。 

 

 この件に関しましては、本年３月１８日に開催いたしました前回の会議でも

一部ご説明をさせていただいた経緯がございますが、今回、都立図書館の資料

について、一部を協力貸出の対象から除外することとしましたので、ここで改

めてご説明とご報告をさせていただきます。 

 

 都立図書館の資料はこれまでもその一部については、協力貸出の対象外とし

てまいりました。例えば辞典、辞書のたぐいのいわゆるレファレンスブックと

言われるもの、あるいは中央図書館の雑誌、主に特別文庫室所管の貴重資料な

どでございます。今回、新たに変更する点は、表の項目の４点でございます。 

 

 １点目は、新刊和図書についてでございます。これまでは特に制限をしてお

りませんでしたが、館内閲覧の利用者との競合がありますことから、刊行され

てからおおむね２カ月、そのうち１カ月程度は購入事務やデータ作成などにか

かりますので、閲覧室の書架に並びましてから３０日間は館内利用を優先する

ということで、協力貸出は行なわないことといたします。 

 

 ２点目は、高価な資料についてでございます。これまで１冊３０万円以上の

ものを対象としておりましたが、これを引き下げ１冊１０万円以上の高価な本

については協力貸出をしないことといたします。 

 

 ３点目は、昭和２５年以前に刊行された資料で、資料の傷み方が進んでいる

こと、万が一紛失や損傷があった場合に同じ資料を入手することが非常に困難

であることから、貸出は行わないこととするものでございます。 

 



 ４点目は、山本有三文庫資料です。これは多摩図書館に所蔵されております

が、現行は制限なしで貸出をしておりましたが、これにつきましてもすべて協

力貸出の対象外とすることといたします。 

 

 なお、本件につきましては、既に特別区、市町村のそれぞれの館長会でもご

説明をしたところでございます。以上でございます。 

 

【議長】  ありがとうございました。今の２点の報告につきまして、ご質疑

等がございましたらどうぞ。 

 

【副議長】  ２点目の協力貸出対象資料ですが、３点ほど申し上げたいこと

がございます。 

 

 一つは、かなり制限を強める方向のお話であるわけです。そういう場合、全

体として協力貸出をこうしたいから、こういうふうなことで制限するのだとい

う理論がやはり必要ではないかと思います。そのビジョンが感じられません。 

 

 そうするとどうなるかというと、結局、所蔵資料を１点収集だけにしたから

制限するのだというとられ方をしてもしょうがないのではないかという部分が

出てきてしまうと思います。それが１点で、非常に心配するところです。全体

としてこういうビジョンを持ってやるのだという部分がないために、どうして

も協力貸出を縮小する方向でお考えになっているというとられ方をされかねな

いのではないかという懸念です。 

 

 もう１点は、前回のあり方検討委員会のときにも少し感じましたが、もうち

ょっと議論を公開することといいますか、議論が内向きではないかという印象

を持ちました。 

 

 それから、全体の都合も都立の都合を優先するということで、それは当然と

いえば当然かもしれませんけれども、そういう部分がちょっと気になります。 

 

 ３点目は、まさに我々協議会がこれから議論しようとしていることとバッテ

ィングするというか、内容的にそこにかかわる話であるわけです。その辺のと

ころで、タイミング的に私としては困ったなというか、少なくとも我々が議論

するときはこの辺のことはもちろん念頭には置きますけれども、あまりとらわ



れない形でもう１度基本から洗い直すということでさせていただきたいと思い

ます。以上です。 

 

【議長】  わかりました。 

 

【委員】  私もほとんど同じようなことですが、対象資料を絞ることについ

ては特に反対はありませんが、やはり絞る理由がなければいけません。例えば

リサーチライブラリーにするから、ここに来る人に迷惑をかけないためにこう

するのだ、という理由ならば納得してもらえます。そういう理由が何もなしに、

ただやめてしまいますということであるからものすごくメールが飛び交うので

す。 

 

 その中間の説明が何もなく、今ご説明いただいたものもどうするかという説

明だけであって、理論の説明ではありません。そこのところがおかしいと思い

ます。 

 

 例えば新刊和図書を２カ月間ということですが、アメリカのネットワークで

は図書館同士でも半年間は貸し借りしないということすらあったりするわけで

すから、そういうこと自体は全然おかしくないはずです。そういうことも含め

て都立はどうしたいのだ、都民全体に対してどうしたいのだということを説明

してほしいと思います。 

 

 私宛に電話もかかってきましたが、こういう話は恐らく協議会で議論する話

題だろうと答えました。今のお話ですと、もう既に決まって動き出します。そ

うなってくると、協議会の役割は何だろうかということを実はちょっと感じた

ものですから、そこのあたりはきちんとさせていただきたいと感じます。 

 

【委員】  一番直接かかわっていると思いますけれども。 

 

 今お示しいただいものと同じようなもので、これとは違いますけれども、開

始時期がこれには入っておりませんでしたが、館長会では８月１日から制限を

されるというお話でした。 

 

 昨日届きましたファクスによりますと、電算システム対応上、実施時期を１

カ月延ばして９月１日よりと変更されていらっしゃいますね。この辺も含めま

して、十分に検討されてこういったことが報告されているのだろうかというこ



とが一番危惧されました。１週間しかたっていないのに、そういうことが出て

くるというのはどういうことだろうと。 

 

 そのときの課長さんのお話で十分に検討されて、期間も最初は半年というこ

とをここまで短くしてなるべく迷惑をかけないようにというお話もいただきま

したが、その辺を素直に受け取れない部分がございます。その議論はどういう

メンバーでされて、どのぐらい会議を重ねて、そういう結果が出たのでしょう

か。 

 

 また、館長会でもみんながいろいろ発言をしたと思いますけれども、ペーパ

ーがなくて報告という形だと思いますから、都民への周知はどういう形でされ

るのだろうかという返事もありませんでした。その辺を十分検討した上で、ま

た先ほども出ましたけれども、今年１年かけて協議会の中で検討していくと私

も思っていたところに事前に出されて、協議会ではどういう内容を検討してい

くと考えていらっしゃるのかというところもあります。 

 

 先ほどのお話でも、もう少しその辺のいろいろな説明がなされるのかと思い

ましたが、同じようなお話でしたので、もう少しそこをお話しいただければと

思います。 

 

【議長】  ちょっとこの辺で、事務局から一言お願いします。 

 

【管理部長】 今、何点かいただきました。ビジョンという立派なものである

かどうかは別にしまして、基本的姿勢といたしまして、協力貸出は昨年の運営

体制の変更のときにも基本的には変わりなしということでした。 

 

 特に、多摩地域の図書館につきましては、今までよりも協力貸出に係る日数

等が１日もおくれないというわけにはいかなかったわけですけれども、最大限

努力しますということで、実際に中央と多摩の間の連絡車の回数を倍にふやす

とか、それなりの対策はとってきたつもりでございます。今回の変更につきま

しても、特段の変更ということで変えたということではないと考えております。 

 

 新刊和図書につきまして、今も小川先生からございましたが、詳しい統計は

ともかくといたしまして、各図書館におきましても一定の日数は貸出を制限す

る、あるいは他の図書館には貸さないというのは実際にやっております。 

 



 都立におきましても協力貸出だけが事業ということではなくて、重要な事業

の一つであります。私どものところにいらっしゃる来館者の方々に最大限のサ

ービスをすることも、重要な使命の一つでございます。その辺のところの調整

を図る意味から、全面的に貸し出さないということではなくて、配架日から３

０日間だけはお待ちいただきたいという趣旨での変更でございます。 

 

 他の３点につきましては、基本的には紛失等のときに回復は困難ということ

であります。例えて言うならば、国立国会図書館なども昭和２５年以前のもの

は全面的に貸出を禁止しております。その辺に沿って、沿ってというのはまね

をしたという意味ではなくて、私どもの実情を見ましても、２５年というのは

紙質等の問題から一つの区切りであるという現場の声も十分聴取した上で、都

民の共通の資産として、今の利用者だけではなく将来の利用者の活用も視野に

入れた場合に、こういった制限はやむを得ないだろういうことでやったところ

でございます。 

 

【議長】  ありがとうございました。 

 

 この件についてはまだご意見があるかと思いますけれども、まさにこれから

議論する連携協力の中の非常に大きなテーマでございますので、今の問題は議

題の中でさらに議論を深めていきたいと思います。とりあえず報告に対する質

疑はこの程度にとどめさせていただきます。 

 

 次の本題の討議に入らせていただきたいと思います。資料３と４がその関係

ですので先にその説明をしていただきまして、それから皆様方からご議論をい

ただきたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。 

 

【企画経営課長】  では、資料３と４の説明をさせていただきます。 

 

 初めに、資料３の説明をいたします。これは現在の都立図書館の協力事業の

大きな柱となっております協力貸出を中心に、都立図書館の現状について、さ

まざまなデータとともにあらわしたものでございます。 

 

 中央に都立図書館、国立国会図書館、区市町村立図書館、都民との関係をお

示ししております。さらに、右側のデータは、都立図書館に関するものを集め

てございます。左側に行きますと、協力貸出に関するデータをお示ししており

ます。 



 

 まず、都立図書館の協力事業です。資料では中央部分の都立図書館と区市町

村立図書館の間に大きな上下の矢印がございまして、その左隣ですが、協力事

業につきましては協力貸出、協力レファレンス、研修の開催など、幾つかの協

力事業を実施しております。 

 

 協力貸出とは、区市町村立図書館に対しまして、収集、収蔵できない資料を

貸し出すサービスであります。現在はインターネットを介しまして、区市町村

立図書館で都立図書館の蔵書を検索して、予約していただき、その資料を都立

図書館が運行している協力車で、毎週各自治体に配送する形で行なっておりま

す。図に協力車とありますが、これがそれに当たります。 

 

 次に、協力レファレンスといいますのは、区市町村立図書館に寄せられる質

問、相談に対しまして、その図書館では的確な回答や対応ができない事項につ

きまして、都立図書館が長年培ってきたレファレンスサービスの技術と豊富な

資料を生かしてお答えするものでございます。そのほか、レファレンスサービ

スや児童サービスといった図書館業務に関する研修を、区市町村立図書館の職

員に実施するなどの協力事業を実施しております。 

 

 その下に区市町村立図書館がありますが、状況の変化があらわれております。

昨年度の文部科学省の調査によりますと、図書館の専門的業務について何らか

の業務委託が実施されている自治体の数は、東京都内においては９自治体でし

た。今年度は大幅な増加が見込まれます。 

 

 また、図書館＝貸本屋批判など、図書館サービスの内容に社会の関心が集ま

っております。 

 

 次に、右側の都内公立図書館を取り巻く現状を、データ資料に基づいてご説

明いたします。右上入館者数を①としまして、時計回りに番号を振っておりま

す。 

 

 グラフの①は、入館者数の推移をあらわしたものです。都立図書館は都民の

方への直接サービスを実施しておりますが、ここ数年、来館者は頭打ちの状況

になっております。 

 



 その下の②は、ホームページのアクセス件数と書庫出納冊数のグラフでござ

います。２０００年に開設いたしましたホームページへのアクセス件数、イン

ターネットによる蔵書検索は飛躍的に伸びております。また、館内の資料の利

用実態を示すものの一つとしまして、書庫から資料をお出しする書庫出納の件

数は、入館者数に比べて減少はしておりません。 

 

 その下の③ですが、資料費、新刊購入冊数、出版点数をお示ししております。

残念ながら、厳しい都財政の状況に伴いまして、収集率は減少しております。 

 

 左に参りましてグラフ④ですが、区市町村立図書館の総資料費ですが、こち

らも近年は毎年減少している状況でございます。 

 

 左下角の⑤ですが、ＩＳＢＮ目録は区市町村立図書館が相互利用のために各

図書館の図書のデータを持ち寄り、ＩＳＢＮという本についているコードで目

録を作成しているものでございます。目録作成のために持ち寄ったデータは約

１，７３０万にも上りますが、それらのデータについて同じ本を整理していき

ますと約９０万点になります。 

 

 その上の⑥ですが、区市町村間の資料の相互利用と都立から区市町村への貸

出の量を比較したものでございます。これで見ますと、都立図書館が取り扱い

ました荷物の量について調べますと、半分弱が区市町村立間相互のものとなっ

ております。 

 

 その上の⑦ですが、都内公立図書館数と協力貸出数の変化をあらわしたもの

でございます。協力貸出は昭和４５年に当時の都立日比谷図書館で開始したも

のですが、東京の公立図書館がまだ８８館で、図書館の規模も十分ではない状

況で、区市町村立図書館のバックアップを都立図書館機能の一つと位置づけた

ものでございます。 

 

 一方、東京都は図書館の建設費、図書費への財政援助を実施いたしました。

財政援助は昭和４６～５１年度までで終了しましたが、その後も公立図書館の

充実は進められ、現在は３９３館に至っております。 

 

 協力貸出の冊数は図書館の数とともに増加しましたが、近年は館数増加の伸

び率を上回って協力貸出の冊数が増加しております。以上が大きい資料３の説

明でございます。 



 

 次に、資料４に移ります。これからの協力事業を考えます上で、都立図書館

として重要と思われる事項を例示的に挙げております。 

 

 １は、公立図書館に求められる新しいサービスを実現するためのネットワー

クはどんな形になっていくのかということでございます。従来の資料の相互利

用であるとか、人材育成のための研修だけではなく、これからの公立図書館全

体のサービスのレベルアップといいますか、現在不十分だったり、社会の新し

い変化に対応できる図書館サービスを支えるネットワークが必要ではないかと

認識しております。 

 

 次に、新しい形の協力支援事業です。地域のニーズによって、それぞれの区

市町村が行政サービスを実施するわけですが、こからは図書館もそれに貢献す

るような事業展開が必要になってくると思われますし、既に一部の自治体では

始まっております。それらを応援するような都立図書館の事業が、これからは

必要であると考えております。 

 

 さらに、都立図書館が広域的・総合的情報拠点として役割を果たすために、

都民や公立図書館ではなかなか連携しにくい、例えば大学図書館とか海外の図

書館などが持つ情報を利用できるような仕組みを考えることも必要だと認識し

ております。 

 

 なお、ただいまお示ししましたこの資料の課題はあくまで例示でございまし

て、委員の皆様にはこれにこだわらず幅広いご議論、ご意見をいただければと

考えております。以上でございます。 

 

【議長】  ありがとうございました。 

 

 いつもはコーヒーブレイクをしますが、きょうは時間がもったいないですか

ら、コーヒーを飲みながら議論をしていただきたいと思います。 

 

 それから館側にもお願いしますけれども、前にもお願いしましたが、事務局

は特にこちらから質問があったら答えるのではなく、こちらの議論に積極的に

参加をしていただくようにぜひお願いいたします。 

 



 それでは、今の資料の説明も含めまして、どなたからでもご自由にご議論を

いただきたいと思います。きょうはフリートーキングでございますので、でき

るだけ幅広いご意見を賜りたいと思います。 

 

【委員】  質問をよろしいでしょうか。 

 

 Ａ３の資料の⑤のＩＳＢＮ目録で、都下の区市町村の総冊数１，７００万点

がタイトル数だと９２万点に減ります。都立が１００万点ちょっとで、約１０

万の差がありますが、そこはマッチングさせていないのですか。 

 

【企画経営課長】  この資料はこの数字そのままで、比較や分析はしており

ません。 

 

 ９０万点ですが、持ち寄った中で例えばハリー・ポッターなどは何十冊もあ

りますが、その場合は１点とカウントして、集めたデータが最終的に９０万点

でございます。 

 

【委員】  だから、区市町村が持っているのが９０万タイトルですね。都立

図書館が持っているのが１０５万タイトルですね。それをあわせて見れば、都

立がどういう持ち方をしているのかが明確に出てくるので、むしろそういうこ

とをちゃんと出して、だからこういう仕事をしたいのだということをお考えに

なるべきだと思います。そういうことで質問をしました。 

 

【企画経営課長】  わかりました。 

 

【議長】  ご質問でもご意見でも、どちらでも結構です。どうぞご自由に。 

 

【委員】  家に送られてきた推進計画を見ましたら、後ろの都立図書館の推

進計画の１５年度以降新規事業と書いてある中に、ホームページが開設される

ことが提示されています。 

 

 ここに来る前に朝ざっと見ましたが、まだどれもできていないのかなと思い

ました。ボランティアと子ども読書ホームページに関心がありましたので、そ

の二つを見てみましたが、そのことに関してはまだホームページは作成されて

いないのでしょうか。 

 



【管理部長】  子ども向けのホームページにつきましては、４月１日に開設

いたしました。都立図書館のホームぺージからも当然入れるようになってござ

います。 

 

【委員】  そうですか。一応、中央図書館のホームページを見たのですが、

急いでいたので……。 

 

【管理部長】  ５行目ぐらいに、たしか子どもページの入り口があろうかと

思います。 

 

【委員】  わかりました。 

 

【管理部長】  ボランティアリーダーの養成につきましては、今後の事業で

ございます。 

 

【委員】  去年は１年間何もしなくて申しわけありません。今年は頑張って、

最低限のことはしたいと思っています。 

 

 基礎資料としてこれから協力貸出を考えていくとすると、先ほど小川さんが

ご指摘されていたように、都立の蔵書の特徴をもう少し知る必要があるかなと

いう気がしています。蔵書全部で何点というバルクではなくて、例えば文学系

が何点とか、１類、２類、３類という十進分類法でもいいですし、もう少し細

かな蔵書の統計があるのでしょうか。 

 

 それと例えば市町村のコレクションと比べたときに、どの辺に都立の強味が

あり、どの辺が市町村が頼らなければいけない部分かというデータを出すこと

ができるのでしょうか。 

 

 また、貸出の協力やレファレンスの協力をもちろんやっていらっしゃるかと

思いますが、それも議論のベースとなるようなデータですね、どういったもの

にリクエストが多くて、どういったものはあまりないのかという資料をそろえ

ることは可能でしょうか。 

 

【企画経営課長】  現状を申し上げますと、今まで区市町村の図書館の館長

会をやっておりますけれども、それぞれの図書館の運営とか蔵書がどうなって

いるかという議論はほとんどされない状態で来ております。 



 

 どちらかというと、都立が区市町村の館長会にかかわる部分としましては、

今の都政の状況とか都立図書館のいろいろな取り組みとか、そういった情報提

供をしまして、あとは区の館長会、市の館長会それぞれの中で議論の時間をと

られるということです。都と区市で今後はこういうふうにデータをしましょう

とか、そういった議論は今まではあまりありません。 

 

【議長】  都立の中央図書館、あるいは都立図書館の分類は出るでしょう。

そちらの統計は出ますね。 

 

【管理部長】  もちろん出ます。 

 

【副議長】  協力貸出される資料についても、もう少し内訳がわかると……。 

 

【管理部長】  それはある程度出せると思います。 

 

【委員】  先ほど言いましたように、ＩＳＢＮで比較できれば、どこの分野

が都立が多くてということがまず一つ出ますね。 

 

 もう一つは、ＩＳＢＮがついていない古い資料がいっぱいあるわけですから、

それは分類別にいえばどういう分野がたくさんあるのだということも明確にな

ってくると思います。それは都立の特徴としてこうですよということをお示し

できるのではないかと思います。 

 

【議長】  きょうのきょうというわけにはいかないでしょうから、そういう

目でデータを出していただくということでよろしゅうございますね。次回まで

に工夫してみてください。 

 

【企画経営課長】  わかりました。 

 

【委員】  先ほど、窓口と協力貸出とがバッティングしているということで

すが、どういう分野でバッティングして、問題になったという辺の資料がもし

あれば……。そうでないと、ちょっと納得いきません。 

 

【委員】  ただいまのような具体的に貸出協力を議論するに当たっては、そ

うしたきっちりしたデータに基づいて議論する必要があると思います。 



 

 特定の個別の議論、各論に入る前に、先ほど既にご説明がありましたように、

都立図書館の基本的な機能は何かということを、全体的なビジョンの中でもう

１度検討するというか、確認してみる必要があるのではないかと思います。 

 

 私もしばらくこの委員をさせていただいておりますけれども、電子化にして

も何にしても具体的な議論が出てくるたびに、先ほどご発言がありましたよう

に、区市町村立図書館のバックアップ機能が主なのか、それともレファレンス

ライブラリーとしての機能なのか、もちろん両方が十分できればこしたことは

ないですけれども、当節の限られた資源の中では両方を十分にすることはとて

も難しいことだと思います。また、東京都の図書館全体のシステムの中で、都

立図書館の果たすべき役割が何かあるのではないかという気がするわけです。 

 

 当節の世界的な情勢として、すべての図書館が同じような活動をある程度の

規模と程度の違いでやっていく時代ではなくて、やはり図書館もそれぞれの地

域なり、母体となる機関なりの特色に即応した個性といいますか、ある程度重

点化した活動に志向している傾向だと思います。 

 

 したがいまして、そういう意味からも、都立図書館がこれから目指す方向性

を規定した上で、ならば具体的にどういうことをやっていくかを議論しないと、

ちょっと議論が錯綜してしまうのではないかというのが１点です。 

 

 第２点としては、これは当然都立図書館協議会ですので図書館間の、特にこ

こに例示が出ておりますような協力貸出についてのあり方が議論の中心になる

かと思います。先ほど申し上げましたように、社会がいろいろ多様化してきて、

中武館長のご発言にもありましたように、子育て支援もしてほしい、地元のビ

ジネス支援の情報も提供してほしいとか、図書館に要求するものが非常に多く

なってくると思います。 

 

 それに対して、もちろん図書館としてはすべてにこたえたいということは私

も図書館人として十分理解するわけですが、ここにもいろいろな制約が出てき

てしまうことがあります。 

 

 先ほどのある程度のそれぞれの地域に即した重点化にも関連してくると思い

ますが、ほかの図書館以外の機関との連携といいますか、コミュニケーション、

協力ということで、例えば子育て支援ですとそのどこをやって、ほかの部分は



公民館なりいろいろな機関がやるとか、ＮＰＯもたくさんおありになることで

すので、その辺のところをもうちょっと広い視野に入れながら議論していく必

要があるのではないかという気がいたします。 

 

【議長】  ありがとうございました。 

 

【管理部長】  今の都立図書館として何をやるのだということですけれども、

明文化されたものとしまして館則ですとか、都立図書館の運営方針といったも

のの中に若干のことが書いてあります。 

 

 今の先生のご質問の中で、都立図書館のリサーチを優先するのか、あるいは

都内公立図書館の協力支援を優先するのかというお話がございました。これは

並立しているものでございまして、どちらを優先するということではございま

せんが、現在の都立中央図書館の館則におきましては、１番として図書館資料

の館内利用、２番として利用者に対する情報サービス、３番として都内公立図

書館等に対する協力支援、４番として多摩地域及び島しょ地域の図書館未整備

地域に対する補完サービス、あと５～８と細かいものが載っておりますが、そ

ういったことで並列的に１から順番に書いてございます。 

 

 平成１４年４月１日に定めました、東京都立図書館の運営方針がございます。

この中には、「都立図書館は広域的・総合的情報拠点として首都東京の中核的

公立図書館の役割を担い、図書館資料及び図書館内外の情報の整備充実に努め、

都民及び利用者に対して等しく良質な図書館サービスを提供する。また、都立

図書館は区市町村立図書館との役割分担のもとに、都内公立図書館、学校及び

同種施設等と連携協力し支援を図ることによって、東京の図書館サービス全体

の向上に寄与する」といったような趣旨の文章になっております。 

 

 さらに、平成１３年度に教育庁本庁で検討いたしまして、教育委員会で了承

されました「今後の図書館のあり方」の中では、図書館の役割は広域的・総合

的情報拠点のサービス提供ということで、「専門書・貴重書などを活用したよ

り高度で専門的なレファレンスサービスを提供する。都立学校図書館へのレフ

ァレンス、司書教諭の研修、子どもの読書活動の推進など、学校への支援を強

化する。インターネットなどを活用し、所蔵資料など必要な情報に来館しなく

ても自由にアクセスできるように、非来館者サービスを行なう」ということが

載っております。 

 



 区市町村立図書館への支援として、「区市町村等との役割分担を踏まえた幅

広い資料（専門書・高価本）等の収集、保存を行なう。協力貸出、協力レファ

レンス、研修など各種の協力支援事業を充実する。区市町村相互間の相互協力

ネットワークの構築などを提案していく」といったような文章が明文化されて

おります。 

 

【委員】  そういうふうに聞かされると、一言言いたくなります。広域的サ

ービスは協力貸出とイコールではありません。都下全体の利用者に対してネッ

トワークを使ってどういうサービスをするか、資料提供をするかということで

すから、そのこととイコール協力貸出がどうこうということではないはずです。 

 

 もう一つは、１３年度、１４年度と今年度は、予算的に見てものすごく違っ

ているわけです。その中で、都立のあり方を本当にもう一度考え直すとしたら、

もしかしたら専門的なリサーチライブラリーにシフトしなければいけないとい

う結論が出てもしょうがないのではないでしょうか。条例規則にどうあろうと、

時間があるかどうかは別にして、そこまで検討すべきです。 

 

 そういうことをおやりにならないと、どっちつかずになるような気がします。

来年度もまた減らされないという保証は何もないわけですから、そこらあたり

を見直す必要が私はあるように思います。 

 

【議長】  さっき松村先生がおっしゃいましたけれども、ここで原点に戻っ

ていろいろなことを考えてみようではないかということですから、そういう意

味も含めて前提なしにご議論いただければありがたいのですけれども。 

 

【委員】  申しわけありません。私も条例はよく存じ上げていますけれども、

あえて申し上げました。 

 

【議長】  連携協力ということから言いますと、小川館長や中武館長もおら

れますし、佐藤さんも学校という別の立場からということもありますので、そ

ういう立場から都立図書館をどういうふうにしてほしいのかとか、あるいは協

力貸出だけではなくて別の分野でこういう協力があったらやってもらいたいと

か、できるできないは別として、考えておられることがありましたらぜひご発

言をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 



【委員】  昨年度に引き続いてさせていただいていますが、昨年度の検討課

題の中で学校図書館の支援がありました。それは推進計画の中にもいろいろと

盛り込んでいただきました。 

 

 そのときにも申し上げましたが、今年度から新教育課程が始まって総合的な

学習、教科「情報」が始まりました。全部そろうのは３年後ではありますが、

１年目の状況を見ていますとこの二つがちょうど相まる形で、図書館にかかわ

っていえば、レファレンス機能の充実が学校図書館の側から見ても今後必要に

なるのではないかと思います。 

 

 学校レベルでいえば現物図書の貸出云々よりも、どこのＰＣ教室にもインタ

ーネットが接続して、そこを使っての総合的な学習が３年後には３倍の人数で

行なわれるわけです。そうなったときに、まともに総合的な学習に取り組む場

合は当然調べ学習になりますので、どういうテーマについてどんな本があり、

どこに行ったら調べられるのかは、先生方も指導されています。 

 

 私は今年戸山高校に変わりましたけれども、昨年度までいたところでも都立

図書館の協力をいただいて、生徒が大学との接続教育の調査のレポート作成に

役立たせていただきました。高校生が直接インターネットなり電話で聞いて、

それに答えていただけます。高校生レベルの質問にも非常に丁寧に答えていた

だけるし、ああいう力量は普通の公共図書館や、まして学校図書館にはないと

思いました。 

 

 本格化していくこれからの趨勢を考えれば、まずお願いしたいのは専門図書

館といいますか、国会図書館みたいなものは都内では極めて限られた数しかあ

りませんから、そこにお金と人を投下して効率的に使うとすれば、私はそうい

うレファレンス機能などを重視していただきたいと思います。 

 

【議長】  ありがとうございました。 

 

【委員】  財政状況が大変厳しい中で、今までは福祉や教育の分野は聖域だ

ということで合理化の対象ではありませんでしたが、近年になって図書館や福

祉の分野も合理化の対象で、聖域なしの行政改革だということであります。 

 

 そうしますと、図書館に対しても人員削減の割り当てがあります。そういっ

た状況の中で、どうやってレファレンスとか児童サービスとか障害者サービス



を展開していくかということになりますと、やはり窓口業務を委託せざるを得

ないということでやっているわけです。 

 

 そういった中で、窓口業務は委託に任せてしまって、基幹的業務を充実して

いこうということで、児童サービス、障害者サービス、あるいはレファレンス

の専門的な方向にシフトしてやっているわけです。専門的なより高度なレファ

レンスについては、都立なりに頼らざるを得ないのかなという気がしておりま

す。 

 

 基本的に、第一義的に、調べ学習は地元の図書館が対応するにしても、バッ

クアップ機能を都立には期待したいということが強いです。 

 

【委員】  今、お２人方がおっしゃられたように、レファレンスの支援はう

ちの図書館でも経験を積んだ職員が多いですから、かなりの部分はできますけ

れども、資料的な面や多様なレファレンスを処理されている都立さんの援助を

どうしても必要とします。これは今後もお願いしたいと思っています。 

 

 また、市町村の資料費はどこも一緒ですけれども、毎年減少しております。

もともとが少ないところですから、自分の館だけでは対応できない状況になっ

てきています。リクエストなども今までのように紙に書くということではなく

て、インターネットや何かで自分に必要な資料をどんどん打ち込める時代にな

っています。うちも本当にすごいふえ方になっています。自分のところの資料

だけではとても対応できませんし、都立さんの支援を今後もいただきたいと思

っています。 

 

 今回の３点の提案もありましたけれども、そういったこともあって館長自身

がそれに反対だということではなくて、後ろに都民が控えていて、都民の代弁

者ということでいろいろな質問もしたりお願いをしていることを十分にわかっ

ていただきたいという話をこの前もしました。 

 

 並列という話があったので少し安心しましたけれども、片方にということで

はなくて、みんなきついですから上手な方法を考えたいと思いますが、今後、

その辺も引き続きやっていただきたいと思っています。 

 

【議長】  ありがとうございました。 

 



【委員】  先ほどのビジョンであるとか、基本的な機能のお話は、多分どち

らを選択するかという話に最終的にはなってしまうのだろうと思いますので、

個人的見解を述べないようにしたいと思います。 

 

 今回の協力貸出の部分などでも、個別の議論というよりは、むしろ日本の図

書館界でまだ議論されていないような課題が一つ見え隠れしていると思ってい

ます。それはさっきの新刊のバッティングのところですが、今はネットワーク

上で予約できます。このやり方は、各地の公共図書館で採用され始めています。 

 

 そのときに少し聞こえてくるのが、前の晩に予約をかけて、次の日の夕方に

取りに行こうとした場合に、来館者が次の日の朝にやってきて「この本を借り

たい」と言うと、「予約がかかっているからだめです」となる。「私が先に来

ているのに」と言うと、「夕べの晩にネットワークで予約しました」と。 

 

 私はネットワークは使えませんという話は別にしても、どちらが図書館の主

要な利用者であるのかという議論が実はないままに、技術先行の形で、こうい

う便利な機能ができましたというところだけが走っている面があります。これ

について図書館によっては予約は仮で、来館者が先に来たらそちらが優先です

という条件つきで認めるところもあるようです。そういった利用者とはだれか

を考える、一つの大きな材料だろうと思います。 

 

 その意味では、今回のやり方がうまく説明されてきたのかという点は不安が

残ります。というのは、先ほどのバッティングというときに、どのぐらいの数

字でバッティングしているということがダイレクトにすぐ出てこないというの

は、説明の仕方として必ずしも十分ではないところとなり不安は残ります。 

 

 一方で、今のような選択をしたことは一つの見識だろうと、個人的には思い

ます。来館者をとにかく大事にするという方針のもとでの選択をしたという見

識です。ただ、それに対して合意形成がなされているのかどうかは、背景の問

題としてあるかもしれません。その点を今度は逆に市町村の図書館側でどう受

けとめるか、あるいは受けとめる時間があったのかとか、そういう手続的な問

題があろうと思います。 

 

【議長】  ありがとうございました。 

 

 ちなみに、都立図書館の予約はありますか。 



 

【管理部長】  日比谷は別にしまして、中央、多摩につきましては個人貸出

をしておりません。そういった意味では、貸出の予約はありません。 

 

【議長】  閲覧の予約はありますか。 

 

【管理部長】  現在は機械上ではできませんので、個別に電話等で承ります。

その場合でも、開架図書については無理です。やはり先にお客さんが来て見て

いれば……。 

 

 閉架図書につきましては、場合によっては取り置きもやるという感じであり

ます。 

 

【委員】  この本なら間違いなく都立図書館にある、値段が今までは３０万

円でしたが、１０万円の本なら間違いなく都立が買ってくれると思って都立中

央まで来たら、協力貸出であと１カ月使えませんよということに対してどう答

えるのか、どう考えるのかがきちんと説明できないといけないような気がしま

す。そこを説明できる図書館としなければいけません。 

 

 そこをはしょってこのランクのものはこうしますよとやってしまうから、不

満が出てくるように思います。 

 

【副議長】  全然別な話ですけれども、もう一つ強力な側面として連絡調整

という部分があるかと思います。資料３の⑥で、自治体間の貸出は都立が仲介

されているということでよろしいのでしょうか。 

 

【管理部長】  ここに書いてあります５３％、４７％は、現在都立が連絡車

を各自治体に週に一遍ずつ行くように走らせています。基本的には都と各区市

町村との間の図書の貸し借りを運ぶわけですが、実態としては区間、市間、区

と市の間の荷物も約半数載っております。 

 

【副議長】  この割合は変化してきているわけでしょうか。 

 

【管理部長】  ふえていると思います。 

 

【副議長】  市町村間がですか。 



 

【管理部長】  はい。年次別の推移は載せておりませんけれども、明らかに

ふえているという感じでございます。 

 

【副議長】  区市町村間の連携を仲介するような業務は、そのほかに何かや

っていらっしゃるのでしょうか。 

 

【企画経営課長】  研修などは区市町村と連携しながら実施していることは

ございます。 

 

【副議長】  例えば区市町村が何か事業をやるときにそれを仲介したりとか、

そういうことは特に……。 

 

【企画経営課長】  前回の協議会でご議論いただきました子ども読書計画と

か、ああいった大きなものにつきましては各区市で実施するとか、あとビジネ

ス支援などは各区市でやるときに応援するとか、そういうところです。 

 

 区市全体で連携となりますと、ここにありますように研修とか、レファレン

スになります。 

 

【管理部長】  前回お配りした資料の中でご説明させていただきますと、最

近、割と話題になったことでは横断検索でございます。現在、２８区市町村の

自治体に入っていただいております。 

 

 先ほども話題に出ましたＩＳＢＮの総合目録の作成も、区はまだ全部の自治

体ではございませんが、市町村はほぼ全部の自治体に入っていただいておりま

す。 

 

 そのほかに都立図書館のホームページを利用いたしまして、協力貸出の予約

待ちの資料についての情報を流したり、都立図書館で借りられなかったけれど

もどこかほかで貸してくれないかという掲示板みたいな機能とか、愛称「WANTED」

と呼んでおりますけれども、そういったページを持っております。 

 

 また、都立図書館からのお知らせのほかに、区市町村の図書館がお知らせを

それぞれの図書館のホームページに載せます。そういった情報交換、情報提供

の場を提供してございます。 



 

 そのほかに、それぞれのページの具体的な愛称で申し上げますけれども、「こ

こを教えて」という広場とか、あるいは「青少年サービスの広場」とか、そう

いったものをホームページ上に持っております。 

 

 協力だよりとか、都内公共図書館のオールガイドブックといったものを都立

図書館で発行しております。それから、書誌、索引やレファレンス事例集等を

都立図書館で発行しております。 

 

 人的な交流という意味では、協力事務担当者会、レファレンス担当者会、青

少年サービス担当者会といった担当者会を開催して、情報交換や連絡調整を行

なっております。 

 

【副議長】  ありがとうございました。 

 

【委員】  資料３の③とも関係ありますが、新刊点数と都立中央図書館の収

集状況です。平成１３年度までの資料しかありませんけれども、平成１４年度

は書籍だけで年間７万２，０００点ぐらい出ています。収集率は何％ぐらいで

しょうか。 

 

 先ほどの協力貸出といったときに、何割ぐらい所蔵しているのでしょうか。

一番基礎的な部分の一つだと思いますけれども。 

 

【管理部長】  昨年の場合は、新刊点数に対しまして、結果ですけれども３

２％ぐらいの収集率でございました。 

 

 本年はさらに予算が減っておりますので、今のところ２８％程度かなと見込

んでおります。 

 

【委員】  ３割ぐらいかなと思って見ていましたが。 

 

【議長】  潤沢だったころはどのぐらいですか。 

 

【委員】  潤沢だったころというのは、平成７年ぐらいですか。 

 

【企画経営課長】  ６５％ぐらいはあったみたいですけれども。 



 

【副議長】  昔、８割目標ということがありました。そういう時代と今の３

割を切る時代で、確かに条件が違うのだということですね。 

 

【委員】  そうですね。貸出をするにしても、その中身が問題になります。 

 

【副議長】  ８割ならほぼ全部持っていられるからということで、考えるこ

とができますけれども。 

 

【委員】  その３２％の内容を決定するというか、選書するというか、何を

集めるかというときに既に何を目指しているのかというところがかかわってく

るのではないかと思います。 

 

 ですから、ビジョンという大げさなこちらの話ではなくて、条例は条例で現

実にありますけれども、現実の機能をやる、活動するときに、目前の問題とし

てそれはあるのではないかと思います。そこをある程度クリアしておく必要が

あります。そうでないと、３２％という限られた中で散漫に集めてもね。やは

り、目的志向的に集めていく必要があるといえばあるのではないかという気も

しますけれども。 

 

【委員】  基本的に言うと、継続して購入する必要のある年鑑類や全集の続

き物を買うお金が割合としてものすごくふえてきているはずです。ですから、

単発で発行される本の収集率が下がっていると思われます。 

 

 多分、都立はそれが相当大きな割合になっているので、集められる幅は単純

に予算が減った幅よりもっと大きいと思います。その辺の分析をどこまでなさ

るかというと、やはりきちんとおやりになったほうがいいように思います。 

 

【管理部長】  かなり細かい収集方針、収集基準を定めております。これを

全部集めますと膨大になりまして、もちろん私も頭の中にほとんど入っており

ません。 

 

 簡単に言いますと、都立図書館の収集方針としては、あらゆる分野について

網羅的に集めることがまず基本になっております。網羅的に集める中で、どの

辺を重点とするかということになるわけです。 

 



 今、お話にありました全集とか続き物、逐次刊行物はまた別の問題でずっと

集めていかなければいけません。１点物につきましても、全集物とかそういっ

たものは買い出していればずっと続けなければいけないことになるかと思いま

すが、今は予算が厳しいのでかなり厳選しております。 

 

 どういうことかといいますと、調査研究に必要なものは買います。ただ、現

在の蔵書を見ながら、これは必ずしもなくても今の蔵書で間に合うものは残念

ながら落とします。経験のあるといいますか、ベテランの司書が１点１点見ま

して厳選していくのが実態でございます。したがいまして、値段が高いからと

いっても、どうしても必要であれば買うことになろうかと思います。 

 

 先ほどのお答えになるかどうかわかりませんけれども、非常に雑駁に申し上

げまして、都立の購入する本の昨年度の平均単価は３，９００円ぐらいでござ

いました。区市町村で収集している本の平均単価は、もちろん区市町村によっ

て違いますけれども、大体２，０００円前後という統計があると聞いておりま

す。だからといって、都と区市町村が全く同じ本を買っていないかということ

ではないと思いますが、単価的に見ますと倍ぐらいの開きがあります。やはり、

都立の場合は、高価なものや専門的なものが中心になっているのかなと考えて

おります。 

 

【委員】  継続というのは義務的経費みたいなものですね。だから、途中で

やめるわけにはなかなかいかないという収集の方針が一つあります。 

 

 もう一つ、今聞いていてびっくりしたのですけれども、実は個人的に都立図

書館の平均単価が幾らか調べたことがございます。たしか５，０００円を超え

ていた時期があります。大学ですと６，０００円、７，０００円というところ

もあります。だから、やはりいいものを集めているのだと思い込んでいました

が、そこもかなり下がってきています。 

 

 そういう集め方になっているのかなということで、そういう点でもきちんと

見直す時期になっているとは思います。 

 

【委員】  自治体からの貸出依頼がありますね。どういう質の本が多いので

しょうか。 

 



【議長】  データはそう厳密にはないのでしょうけれども、何か傾向として

言えることがありますか。 

 

【企画経営課長】  貸出状況としましては、日本文学、社会学、経済学、ス

ポーツ、日本史、画集などが多い分野となっております。 

 

 日本文学につきましては区市町村立図書館でも重点的に購入する傾向があり

ますので、利用の競合という部分では社会科学、自然科学分野で目立っており

ます。 

 

【委員】  資料３の協力事業の真ん中の囲みに、研修の開催とあります。先

ほど話が出たかもしれませんけれども、今まで学校図書館はないですね。あり

ましたか。 

 

【管理部長】  司書教諭の研修は、平成１３年からやっております。 

 

【委員】  規模はどうでしょうか。拡大できるのでしょうか。 

 

【管理部長】  若干ではございますけれども、人数的には拡大してきてござ

います。 

 

【委員】  今年から司書教諭の配置が始まります。これも昨年度申し上げま

したが、行政職員の学校司書が引き上げられて司書教諭に置きかわっていくこ

とが、これから進められていきます。 

 

 私が知っているのは都立高校ですが、今年全・定併置校で、従来は全と定に 1

人ずつ学校司書がおりましたから２人いたところで、昼間に司書教諭が配置さ

れて司書が 1人になったところがたしか１７校あります。そうすると、専門職

の司書は定時制課程につきますから勤務が昼からになるので、午前中はどうし

ても図書館は従来のような専門職の司書はいません。 

 

 司書教諭も時間軽減が８時間ですから、もちろん授業も持ちながらですから、

すべての曜日に張りつくわけにはいかないわけです。先生方がローテーション

を決めて、少なくとも午前中図書館は閉館しなくても済むようにということで、

図書館当番をしています。 

 



 １７校の中には専門高校なども入っていますから、図書館のウエートは学校

教育の中で違うかもしれませんが、私が知る限りでは普通科の高校の場合は非

常に困っているようです。例えば選択授業が１、２限にある３年生が、授業が

ありませんから図書館に来て自習をするときに、だれもいなくてあけられない

ということでは困ります。 

 

 自習はあれとしても、先ほど言った学校図書館のウエートが学校教育の中で

だんだん高まっていく中で、片一方では専門職の司書がいなくなります。学校

図書館の管理運営をどうしていくのかは、校長としても非常に悩みが多いので

す。 

 

 そういう点で昨年度は指針が出ましたけれども、それを実施していく職員、

具体的に言えば司書教諭ですが、例えばレファレンスもできるとか、図書館運

営の専門職的に育成していくような研修がもっと必要でありましょう。 

 

 まだ１７校ですけれども、全・定併置校が約１００ありますから、今後どん

どん引き上げられていった場合に必要になってくると思います。そういう点で

の支援をお願いしたいと昨年も言いましたが、今年始まってみるとより感じま

す。 

 

 どういうふうに図書館運営をしていったらいいのか、困っている現場もあり

ます。司書教諭の制度が始まる以前の研修とちょっと違ってくるのかなという

気もしますけれども、学校への支援ということであれば、ぜひ都立図書館にあ

る程度知恵を出していただきたいとお願いします。 

 

【管理部長】 司書教諭研修を一昨年から実施していますとお答えしましたが、

ちょっと舌足らずでした。教員の方の研修といいますと直接にはなかなかいか

ないものですから、主催は教職員研修センターということで、実態は私どもで

講師、研修資料等を用意して実施をします。その教職員研修の一部について、

都立図書館で受け持つという形で実施してきております。 

 

 今、佐藤委員からお話がありました実際に司書教諭制度が動いて、レファレ

ンスあるいは学校図書館の運営といった部分についてもやはり研修等が必要だ

ろうということであります。今、教職員研修センターでどういう形で、またど

ういうカリキュラムを組んでやっていったらいいか、私どもも図書館の立場か

らご提案をして協議をしているところでございます。 



 

 今年中に始められるか、あるいは来年度になるかわかりませんけれども、研

修センターとお話し合いをさせていただいているところでございます。 

 

【議長】  小川館長さん、総合的な学習は小中学校もありますけれども、そ

ういうところからの要望が図書館に来ることはありますか。 

 

【委員】  はい、日常的にございます。 

 

【議長】  区もそうですか。 

 

【委員】  そうですね。地域に限りませんので、墨田区であっても、江東区

から近いということであれば江東区の学校が来たり、区域を越えて便利な近く

の図書館に調べ学習に行くという感じがあります。 

 

【議長】  カリキュラムの変更というか、総合的な学習の図書館に対する要

望はこれからも強まってきそうな気がしますね。 

 

【委員】  区立の小中学校の全教職員に対して図書館利用案内を特別につく

りまして、学校まで持っていって、全職員に配布しました。レファレンスにつ

いては様式などもつけまして、どういうことを調べたいのかをあらかじめもら

うようにして対応している実態がございます。 

 

【議長】  わかりました。 

 

【委員】  日比谷図書館の児童室を多摩に移されました。そのときにいろい

ろな希望や意見が出てきましたけれども、あれから半年ぐらいたちましたか。 

 

【管理部長】  昨年の４月からですから、１年ちょっとたちます。 

 

【委員】  時間がたつのは随分速いですね。 

 

 移管したことによって、どのような成果があったのでしょうか。あるいは、

どういう問題があったのでしょうか。その辺の分析をされていれば、お聞かせ

いただければありがたいと思いますが。 

 



【多摩館長】  なかなか分析をするところまでは行っておりませんが、やは

り経験的に見て、一つは日比谷という地の利のいいところから多摩ということ

で、どうしても立地条件の問題等がありますので、利用が必ずしも目立ってふ

えているということではないわけです。 

 

 結局、例の子ども読書活動の推進計画を立てまして、その中身をどういう形

で中央と協力しながら具体化をしていくかということで、お客さんが来るのを

待っているということでは利用の増加は見込めません。いろいろな形で事業を

することによって呼び込むとか、こちらから出ていくとか、そういう中身を今

年度から１９年度にかけて、どういう形で具体化していくかを検討していると

ころでございます。 

 

 もう一つは、お客さんをただ待っているのではなくて呼び込むときに、施設

的に現状では苦しいところがございます。今、一般閲覧室と児童の閲覧場所が

同一場所にありまして、教育センターの会議室等をうまく使えるときは、そう

いった形で呼び込むことが可能です。保育園や幼稚園の方の利用がここのとこ

ろかなり多摩に集中していることがありますが、その辺がうまくいかないと一

般のお客様から苦情が出ることもあります。 

 

 今、その辺が何とかならないのかということで、施設的な部分や実際の事業

の展開も含めて積み上げをしている最中でございます。 

 

【委員】  都の子ども読書活動推進計画が策定されましたけれども、区や市

町村の状況はどうでしょうか。 

 

【管理部長】  資料を全然持っていないのですが、この間文科省のホームペ

ージを見たところによりますと、たしか区市町村で都内で今年度中に策定する

と答えたのは１ケタだったと思います。 

 

【委員】  区市町村が策定するときに、例えば中央図書館との連携とか、そ

ういうことが具体的に出ているのでしょうか。 

 

【管理部長】  今のところは、そういうお声がけは来ておりません。 

 

【委員】  そうですか。 

 



 国際子ども図書館や国会図書館との関係は、この図にも示してありますが、

将来はどういう形になっていくのでしょうか。 

 

【管理部長】  都立と国際子ども図書館ですか。 

 

【委員】  はい。実際に、国際子ども図書館との関係はいろいろやっておら

れますけれども、今後も従来のような関係を継続されていかれるのでしょうか。

例えば専門司書を派遣するとかされていますが、今後も継続的に進められてい

くのでしょうか。 

 

【管理部長】  ご存知のとおり、３月まで都立職員が３年間国際子ども図書

館に派遣されておりました。４月からは都に戻ってきて、そういった関係はな

くなりましたが、引き続き月１回のアドバイザーという形で、依頼を受けまし

て職員が行っております。これは向こうの事業展開上必要だということで、ア

ドバイザーとして派遣をするという依頼がございましたので、行っております。 

 

【委員】  逆に、支援している側なのですね。 

 

【管理部長】  それはともかくといたしまして、私どももせっかくの人的な

つながりや交流もございますから、事業面でも協力できるところは協力してい

こうではないかということで、いろいろお声がけをしてございます。具体的な

詰めはこれからになってまいります。 

 

【生涯学習スポーツ部長】  小峰委員のお尋ねの件で、私どもから補足させ

ていただきます。 

 

 都下の区市町村で、現在、子ども読書推進計画を策定済みの自治体は八王子、

杉並、足立の３区市という情報でございます。 

 

 全都道府県レベルですが、昨年度末の状況で、私どもが都道府県の教育委員

会サイドから情報を得ている限りでは、たしか６団体程度だったと思います。 

 

 今後の状況でございますが、今月末に東京都の子ども読書推進会議が発足い

たします。その中で社会教育としての図書館部分と、学校教育の部分との部会

を両方立ち上げまして、今後、そういった部分については意見交換をするなり、

私どもとしていろいろなお願いをしていく計画でございます。 



 

 今、申し上げた杉並区ですが、現在、パブリックコメントをいただいている

状況で、まだ策定が済んだということではございません。 

 

【議長】  ありがとうございました。 

 

【委員】  私は都立のファンクションがまだよくわかっていないので、根本

的にひっくり返すようなことを言っていいのかどうかわかりませんが、とにか

くやることは山のようにあるわけです。 

 

 先ほどの目的も１０個もあるわけで、全部できないというか、おできになる

と思っていらっしゃるのかもしれませんが、どう考えても全部は無理という現

状があるわけです。そのときに、都立としてはどれかをあきらめる選択をしな

ければいけないと思っています。 

 

 私たちはみんなわがままですから、都立にやってほしいことがいっぱいある

わけです。そのときにこれをやめると言った途端に必ず反対する人たちの顔が

目に浮かぶことはあると思いますけれども、どこかで踏ん切りをつけていかな

いと、すべてを満足させようと思うとすべてを満足させられない形で終わって

しまうと思います。それが大前提です。 

 

 私個人の意見を言いますと、例えば先ほど日本文学という話がちらっと出ま

したけれども、私の目から見ると、人文系や子どものサービスは公共図書館の

非常に強い分野です。例えば区市町村の図書館でも、かなりレベルの高い人文

系の蔵書を持っていたり、レファレンスサービスをやっているところもあるの

ではないかというのが、私の個人的意見です。 

 

 そういう区市町村が育ってきた分野に関しては、区市町村同士の相互連携み

たいなものを都立はバックアップして、区市町村が圧倒的に弱い社会科学、自

然科学の分野に都立は集中するという選択肢は考えられないのでしょうか。 

 

【管理部長】  一つの考え方であろうかと思います。現在までのところは、

先ほどお話ししましたけれども、全分野について網羅的に集めるということで

あります。中央図書館は昭和４８年にできましたが、その前の日比谷図書館の

時代からそういったことで来ております。 

 



 今、おっしゃったとおり、文学や人文の部分は確かに区市町村でも力を入れ

ているのかなとは思いますが、都立の中でも一番お客さんの多い部分です。こ

の原因として考えられますのは、区市町村では買ったものをずっと持っておく、

ストックしておくことがかなり難しいのです。つまり、回転させていくことが

主かなと思います。 

 

 対して都立の場合は、基本的に１点は必ず保存をします。１タイトルについ

て、どんな古い本でも保存をしておきます。確かに新刊書だけを見ますとそう

いうお話もあろうかと思いますけれども、ストックを考えますと、だから都立

は手を引いていいのではないかということは、直ちには考えにくいのかなと感

じております。 

 

【委員】  最近のはやりで、ベンチャー支援という言葉を小さい図書館まで

言うのですが、ベンチャー支援は何かということなしにはやって、動き出して

います。「プロジェクトＸ」とかそれに類する番組を見ればわかりますけれど

も、実は基礎的な科学や原理原則をきちんと解明して初めて新しい技術開発が

できることが大変多いわけです。そういう資料をちゃんと持っているのはどこ

かというと、都立しかないと思います。 

 

 もう一つの方向で言えば、さまざまなデータベースを区立図書館レベルで買

えるかというと、ほとんど無理な話です。そういうことに対してやるのが都立

図書館の役割で、ベンチャービジネスに関しては、区立図書館に来たら「それ

は都立に行ってください」と言えるようにしなければなりません。「それも私

どもがやります」と言っても、経済関係の専門雑誌もほとんどない状況で、そ

れをうたい文句にするほうが私はおかしいような気がします。 

 

 先ほどちょっとおっしゃっていましたけれども、何でもかんでもやるという

区立図書館であってはおかしいので、それは都立に任せる方向づけがあるので

はないかと思います。区立にまで言うと怒られるかもしれませんが、そういう

中での都立だとしないといけないと思います。 

 

【議長】  さっきからいろいろ出ていますけれども、すべてを満足させよう

とするとすべてが満足できなくなってくるから、何かを切らなければいけない

かもしれないと。少なくともそういう認識は、幾人かの委員の方から出ました。

そこまでは仮に合意ができたとしても、何を切るかは別の問題ですから、非常

に難しい問題ではあると思います。 



 

 きょうはあと２０分しかありませんから、それそのものよりも考え方を整理

するという 意味で、次回の会議までにそちらはそちらなりに整理をしておい

ていただいて、どういう方向に進んだらいいのか、ここの機能は切ってもいい

のではないか、ここはどこかにゆだねたらいいのではないかとか、そういう視

点からもお考えいただきたいと思います。 

 

 それはそれとして、全然別の面でこう思うという話がございましたら、ぜひ

おっしゃっていただきたいと思います。 

 

【副議長】  今の話の続きだとまずいですが、障害者に対するサービスも児

童サービスと同様に、都立がパイオニア的な役割を果たしてこられたと思いま

す。その面での今の連携について、協力事業ということで、もし何かお話しい

ただけることがあれば伺いたいのですけれども。 

 

【管理部長】  視覚障害者のサービスということでよろしゅうございましょ

うか。 

 

【副議長】  特に限定しなくて結構ですけれども。 

 

【情報サービス課長】  当館におきましては視覚障害者サービス室がござい

まして、視覚障害者の皆さんがご利用になる図書といいますか、墨字にかわる

ものといたしまして点字図書、デイジーといいましてＣＤとか録音テープなど

の録音図書が多くございます。 

 

 その貸し借りにつきましては全国規模で、国立国会図書館、都道府県レベル、

区市町村レベルで幅広く行なっております。 

 

【委員】  では、特に都内の区市町村に限定されているということではない

のですね。 

 

【情報サービス課長】  それはございません。お互いに持っているものを全

国レベルで貸し借りすることが行なわれております。 

 

【サービス部長】  補足させていただきますと、先ほど研修の話が出ました

けれども、視覚障害者サービスの関係につきましても、例えば市町村立図書館



推薦の朗読者等に対しての朗読者講習会なども現実にやっています。研修の面

で、区市町村等に対してのバックアップをしております。 

 

【委員】  今までのご議論の中でいろいろな選択肢があるわけですけれども、

これからは別に科学技術の分野に限らず、人文社会科学系でも電子化された資

料がふえてくるのではないかと思います。現実にそういう傾向があります。 

 

 そういうことを踏まえますと、各区市町村立図書館で個別に購入できるもの

ではない、恐らくそこまで価格が下がるのは１０何年もかかるかと思います。

当面、都立では基本的な経済統計データとか、ほかでなかなか借りにくいもの

を集められて、将来的には文字どおりネットワークでみんなが使えるにように

するということでの役割がおありになるのではないかという気がします。 

 

【議長】  それは一言コメントがありそうですね。 

 

【管理部長】  あまり得意分野でありませんが。（笑） 

 

 電子資料のパッケージ系については徐々に購入していますが、これからはイ

ンターネット情報をどうするかということになってくるかと思います。 

 

 松村先生もご案内かと思いますが、国立国会図書館においてもまだ試行とい

う形で何百タイトルか選んで、インターネット情報を蓄積していくことをやら

れております。したがいまして、今おっしゃった都立と区市町村の役割分担も

もちろんでございますけれども、同じインターネットで流れるという点では、

国と都が同じ情報を流してもあまり意味がないだろうということを考えますと、

国、都道府県、各区市町村を含めまして、役割分担を考えていく必要があるの

ではないかと思います。 

 

 国もそういった認識に立っているようでありまして、将来的にその辺はきち

んと打ち合わせをしながら、国と都道府県と区市町村レベルと役割分担しなが

ら集めていく必要があるということで、国立国会の方もそうおっしゃっていま

した。私どもも同様に思っております。 

 

【委員】  国際子ども図書館も学校図書館のサービスを視野に入れる方向が

はっきり出ていまして、私ども民間としても、いろいろな要望をしようかと思



っています。もし都がやるとすれば、その関係はどういうことになってくるの

でしょうか。 

 

 さっきの役割分担をするとか、いろいろあるのではないかと思います。そう

いう意味で、さっき質問しました。そういうことを視野に入れながら、学校図

書館サービスを考えなければいけないのではないかという意味ですけれども。 

 

 国際子ども図書館の学校図書館へのサービス内容については検討中であり、

方向はまだまだで、これからですけれども。 

 

【委員】  資料３の話題は随分出ましたが、４が今まで出ていませんでした。

時間配分を気にするわけではないのですけれども。 

 

 拝見していて、これは課題の例示ですからあくまでその範囲で受けとめてい

ますけれども、１番であり方の話が出ています。内容的な意味であり方はあり

ますが、もう一方で方法的なところで、特に二つ目の黒丸で最後に費用負担の

話があります。電子資料という話だけではなくて、いろいろな協力を考えた場

合に費用負担のあり方が当然あるわけです。 

 

 一つは質問になりますけれども、現行の状況と、仮にそれを変更することに

なった場合に、当然区市町村のお立場もあろうと思いますので、その辺が話題

に出るとどうかなと思いました。 

 

【議長】  とりあえず現状を。 

 

【管理部長】  資料収集の分担は現実には何となくという感じで、きちんと

話し合ってやっているわけではございません。そういう意味では、まだ役割分

担はきちんとなっていないだろうと思います。 

 

 相互利用になってまいりますと、先ほどもお示ししました資料３の中で、都

立図書館として協力車を走らせておりますが、すべて都立の負担でやっており

ます。都立は経由地だけであって、実際には積み込む荷物の約半分は区市の貸

し借りの中での利用になっております。そういったことを考えますと、現在は

東京都がすべて負担しているのが現状でございます。 

 

【議長】  車は何台動いているのですか。 



 

【管理部長】  １日１台が、５日間にわたりまして２３区を回っております。 

 

 多摩は１週間にたしか７便だったと思いますから、曜日によって２台が動く

ことがあります。 

 

【委員】  全然違う観点ですが、今までの議論ですと、どのようなサービス

をしてほしいかという話でした。逆に、先ほど障害のある方へのサービスのこ

とをおっしゃっていましたが、例えば高校生あたりで見ると、図書館が奉仕活

動の場になることはないのかなと思います。 

 

 確かに朗読や点字は専門的な技能が必要ですけれども、高校生に社会福祉協

議会あたりからいろいろ協力してくれないかという要請は来ます。吹奏楽、演

劇、時には運動部などもやります。 

 

 都立に限りませんけれども、公共図書館の方がいらっしゃいますからお話し

しますけれども、図書館が近くの学校の生徒に奉仕活動を期待してこういうこ

とをやってくれませんかという呼びかけは、私は今までないのですが、どうな

のかという気がします。 

 

 そういうふうに申し上げるのは、高校には図書委員会が必ずあります。図書

委員をやる子は比較的本が好きで、まじめで、運動部や演劇やブラスをやる子

どもとは違いますが、とても熱心です。数は少ないですが、それなりに貢献し

てくれています。ああいう子どもたちがボランティアをする対象として、同じ

ように本が好きだから、図書館が機会提供できないのかなと思います。 

 

 この前、都から通知が来ましたが、１１月１日～７日までボランティア活動

の日を定めてしなさいということでした。従来からも１１月にありましたけれ

ども、これから奉仕的活動やボランティア活動の場はどんどん広げていかない

とと思います。子どもの特性によって得意、不得意がどうしてもあり、運動の

できない子が小さい子に教えるようなボランティアはさせられませんから、そ

れぞれの特性に合った活動のメニューを大人が考えてやる必要があると思いま

す。 

 



 図書館のサービスの中で、高校生あたりを行かせるような場面はないのかな

と思いました。これは視点が違うのかもしれませんが、考えていただいてもい

いのなかと思います。 

 

【議長】  何か事例がありますか。 

 

【社会教育課長】  都教委の施策の一つとして、高校生には限りませんが、

若者に奉仕体験活動をやってもらおうということで、都立の施設にボランティ

アの機会を提供してくださいと呼びかけました。それを私どもで取りまとめて、

ホームページやパンフレット等でお知らせしております。 

 

 たしかきのうから都教委のホームページに載っていると思います。その中で、

都立中央図書館につきましても、人数は少なかったと思いますが、若干名の受

け入れをやっております。そういう現状がございます。 

 

 逆に先生から指摘されて、そういう意味では宣伝不足だったなということを

反省しております。もっと広がっていけばいいなと思っております。 

 

【委員】  地元の区なり市なりのほうが行きやすいわけですから、呼びかけ

ていただいてもいいのかなと思います。 

 

【議長】  大体予定された時間になりましたけれども、これだけは言ってお

きたいということがありましたらどうぞ。 

 

【委員】  資料３に関連して１点だけですが、真ん中の図の都立図書館と上

の国立国会図書館の関係です。データ提供が一方的で、矢印が双方向になって

いません。ぜひ双方向にしていたたぎたいと思います。 

 

【管理部長】  現実にはデータを提供するだけではなく、全国から集まった

データを利用させていただいております。 

 

【議長】  きょうはフリートーキングですから、言いっ放しというのは語弊

がありますけれども。データを若干事務局にお願いしたこともありますが、そ

れは次回までにできるだけつくっていただくということで。 

 



【委員】  １点質問ですが、都立中央図書館と区市町村立の間で協力レファ

レンスというのがあります。私は結構レファレンスサービスを利用しますが、

区市町村立の図書館長さんがいらっしゃるのに申しわけないのですが、どちら

かというとすぐに都立中央図書館を利用してしまいます。 

 

 都立中央図書館が区市町村立図書館に、協力レファレンスをどのような協力

事業としてやっているのでしょうか。 

 

【管理部長】  仕組みは、勝本委員でもどなたでも、一般のお客様が区市町

村の図書館に何か質問されます。それを区市町村は受けたけれども、自分のと

ころでは調べ切れないというものを、受けた図書館が都立図書館に聞いてきま

す。それに対して、お答えを逆方向で返していくものでございます。 

 

 私どもが協力レファレンスとして受けるのは区市町村の図書館から受けて、

区市町村の図書館に答える形になります。年間でたしか５００～６００件はそ

ういったことをやっていると思います。 

 

【議長】  よろしゅうございますか。 

 

【副議長】  今後の予定はどうなっているのですか。 

 

【企画経営課長】  今後の日程でございますが、今年度は本日も含めまして

定例会の開催を４回予定しております。次回の開催は１０月初旬に、引き続き

テーマにつきましてご議論をいただく予定にしております。 

 

 その次は、１２月を予定しております。このときは提言の内容をまとめてい

ただければと思っております。 

 

 年が明けました２月に提言をいただければと考えております。 

 

【議長】  わかりました。次回は１０月ということで、初旬ですか。 

 

【企画経営課長】  そうです。初旬を予定しております。 

 

【議長】  今度はフリートーキングではなくて、少し詰めた議論をすること

になります。 



 

【副議長】  今のお話ですと、議論の時間があまりに少ないような気がしま

す。もしできたら、また宿題のような形でそれぞれ事前に意見を出していただ

いて、それをまとめたところから議論を始めないと、２月に間に合わないので

はないかという気がしますが、いかがでしょうか。 

 

【議長】  ということで、前回もやりましたけれどもレポートを書いていた

だいて、それを取りまとめた形で１０月に議論をすることにさせていただきた

いと思います。大変お忙しい中を恐縮でございますけれども、よろしゅうござ

いますか。きょうの議論を踏まえてご意見がございましたら、ぜひご提出をい

ただくことにさせていただきたいと思います。 

 

【委員】  レポートの内容的なことは特に定めないで、自由にということで

すね。 

 

【議長】  はい。むしろ自由なほうがいいのではないかという気がいたしま

すけれども。 

 

【委員】  それは今回の議事概要をお配りいただいた後ですか、それとも前

にレポートだけ独立してお出しするということですか。 

 

【管理部長】  議事録をお配りしますので、その後にレポート提出をお願い

いたします。 

 

 日程につきましては、また後ほどご連絡させていただきます。 

 

【議長】  それでは、本日の議題はこの辺でということで、司会は課長さん

にお返しをいたします。 

 

【企画経営課長】  坂本議長さん、ありがとうございました。委員の皆様、

どうもお疲れさまでございました。 

 

 以上をもちまして、東京都立図書館協議会第２１期第５回定例会を終了させ

ていただきます。 

 



 なお、次回の会議日程等につきましては、日を改めまして事務局で皆様のご

都合をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとう

ございました。 

 

――了―― 

 

 

 


